
6

市町村窓口にお問い合

わせください。

納得がいかない場合等

は『群馬県介護保険審査

会』に不服申立てをするこ

とができます。

（認定結果を知った日から3
か月以内）
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介護サービス・介護予防サービスを利用するには3
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利用までの全体の流れ
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認定区分 平均的な状態 利用できるサービス

要支援
１

要支援
２

要介護
１

要介護
２

要介護
３

要介護
４

要介護
５

社会的支援を要する状態

部分的な介護を要する状態

部分的な介護を要する状態

軽度の介護を要する状態

中等度の介護を要する状態

重度の介護を要する状態

最重度の介護を要する状態

在宅サービス
（上限50,320円/月）

認知症対応型グループホーム及び施設サー
ビスは利用できません。

非該当
自立の状態
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で

行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用など
の手段的日常生活動作を行う能力のある状態です。

市町村ごとに実施される地域支援事業のサービス・活動事業、一般介護予防事
業や、介護保険外の保健福祉サービスなどを利用し、健康状態維持・増進や社
会的交流などを図ることができる。

在宅サービス
（上限105,310円/月）

・認知症対応型グループホームの利用がで
きます。
・施設サービスは、利用できません。

在宅サービス
（上限）

167,650円/月

施設サービス
（原則として特別
養護老人ホームを
除く）

在宅サービス
（上限）

197,050円/月
同上

在宅サービス
（上限）

270,480円/月

施設サービス
（原則として特別
養護老人ホームは
要介護３以上）

在宅サービス
（上限）

309,380円/月
同上

在宅サービス
（上限）

362,170円/月
同上

介護サービスや介護予防サー
ビスは利用できません。

・申請の日から30日以内に、市町村から要介護認定の結果が文書で通知されます。

・通知書には、「要支援1・2」「要介護1～5」「非該当（自立）」の認定結果やその有効期間などが
記載されます。
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5,03250,320

10,531105,310

16,765167,650

19,705197,050

27,048270,480

30,938309,380

36,217362,170

６
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